
 

 

 

中学校 35 人以下学級に向けた学級編制基準の改正について 
 
 
１ 改正理由 

中学校における指導体制の充実に向けて、学級編制の標準を 35 人に引き下げ、令和８年度から学年進行で切れ目なく実施するた
め、来年度政府予算案において、「中学校の 35 人以下学級を令和８年度から３年かけて実現する」と明記され、関連経費が計上される
とともに、改正法の成立に向けて、令和８年通常国会での対応が進められている。 
こうした動きを踏まえ、本市においても、想定される改正法に基づき、令和８年度からの中学校 35 人学級化に対応するため、本市の学

級編制基準における中学校の１学級当たりの生徒数を改正する。 
併せて、その他所要の整備を行う。 

 
２ 改正内容 

（１）中学校（単式学級）の１学級の生徒数は、３５人とする。 
（２）中学校（単式学級）の１学級の生徒数に経過措置を設ける。 
（３）備考の記載内容の文言を一部修正する。 

 
３ 改正案 
  別紙（案）のとおり。 
 
４ 施行期日 
  令和８年４月１日から施行する。 
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川崎市立小学校及び中学校学級編制基準（改正案） 

 
 
 
 川崎市立小学校及び中学校の１学級の児童・生徒の数の基準は、次の表のとおりとする。 
 

学校の種類 学級編制の区分 １学級の児童・生徒数 
小学校 単式学級 同学年の児童で編制する学級 ３５人 

複式学級 
引き続く２学年の児童で編制
する学級 

第１学年を含む場合 ８人 
第１学年を含まない場合 １６人 

特別支援学級 
学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第８１条第２項及び第３項に
規定する特別支援学級 

８人 

中学校 単式学級 同学年の生徒で編制する学級 ３５人 
複式学級 引き続く２学年の生徒で編制する学級 ８人 

特別支援学級 
学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第８１条第２項及び第３項に
規定する特別支援学級 

８人 

備考 学級編制の基準日は、川崎市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則（昭和３５年川崎市教育委員会規則第５号）第３条第１
項第５号に定める学年始休業の翌日とする。ただし、学年始休業の翌日が日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その翌月曜日とする。 

 
 

附 則 
（施行期日） 

１ この基準は、令和８年４月１日から施行する。 

2



 

（経過措置） 
２ 令和８年度から令和９年度までの間における中学校の単式学級の１学級の生徒数の基準は、本則の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。 
 

 第１学年 第２学年 第３学年 

令和８年度 ３５人 ４０人 ４０人 

令和９年度 ３５人 ３５人 ４０人 

 
３ 令和１０年３月３１日までの間、普通教室の確保が困難な場合など、文部科学大臣が定める特別の事情がある場合は、本則及び前条の規定

にかかわらず、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（昭和３３年５月１日法律第１１６号）における取扱い
に準ずる。 
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